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令和５年（2023年）6月1日（木曜日） No.１５３９区のおしらせ 6 月 1 日号

問
い
合
わ
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

別図　「育ちのサポートカルテ」が育ちを助ける子どもたち（例）

家庭でできる大雨対策～梅雨や台風の時期に備えて～

子ども発達支援センターゆりのき利用案内

一時預かり保育事業のご案内

自宅周辺の確認
・ 建物周りの排水溝や雨どいを確

認し、落ち葉などを清掃しまし
ょう。道路上の雨水枡

ま す

を確認し、
詰まっていたら区にご連絡ください。

・ 庭やベランダにある飛ばされそ
うな物は固定し、それ以外は家
の中へ格納してください。屋根
瓦・外壁の状態を確認し、必要
に応じて専門業者に修繕を依頼
してください。

土のうの準備
　ハザードマップの想定で自宅が
浸水する可能性がある場合は、応
急対策を確認しておきましょう。
・簡易水のうの作り方

　45Ｌのポリ袋に水を入れ、口を
縛ると土のうの代わりになります。
　簡易水のうは段ボール箱と併用
し、扱いやすくすることができます。
　区では大雨の前などに希望者へ
土のうを配布しています（区から
ご自宅などへの配送は行いません）。
防災用品の備蓄
　停電や避難に備えて、水・食料・
簡易トイレなどの備蓄や、非常持
ち出し袋を準備しましょう。
気象や避難に関する情報の取得
　前線や台風の接近に備えて、気
象情報や洪水予報などの情報収集
方法を確認しておきましょう。

ハザードマップの確認　
　ハザードマップとは、想定され
る浸水の範囲や深さに加えて、洪
水予報の伝達方法、避難所の位置
などの情報をまとめたものです。
自宅が浸水する可能性などを確認
し、家族間などで情報を共有して
おきましょう。
避難行動の注意点
　中央区内で想定される風水害で
は、頑強な建物の３階以上なら比
較的安全とされています。安全な
場所にいる人は避難所に行く必要
はありません。水害時の外出は危
険が伴い、また、避難所に人が集
まることで感染拡大のリスクも高

まります。
　台風の接近時などには、区から
の避難に関する情報や気象情報を
確認し、自宅などで安全が確保で
きる場合には、在宅避難をお願い
します。安全が確保できる親戚や
知人宅に避難しておくことも有効です。
逢�・情報取得・備蓄・ハザードマ

ップ
　 防災危機管理課防災危機管理担

当
　☎（３５４６）５６９９・５２８７
・土のう・雨水枡の詰まり
　道路課道路保全係
　☎（３５４６）５４２９

　子ども発達支援センターゆりのき
は、育ちに支援を必要とするお子さ
んやご家族の相談をお受けし、お子
さんの発達状況に応じて、さまざま
な支援を行う地域の療育の拠点です。
　こどもの発達相談では、友達と関
われない、こだわりが強い、言葉が

遅い、歩かない、動作が不器用、療
育を勧められたなどの相談に対し、
心理面接や個別療育（理学・作業・
言語療法）を中心とした継続的な支
援を行っています。
各種事業など

　別表のとおり

育ちのサポートカルテ
　育ちに支援を必要とする子ど
もたちを一貫した支援で見守る
ために、保護者と一緒に作成す
るツールです。子どもに関わる
多機関が、適切な支援方法や課
題を共有し、幼稚園や保育園か
ら小学校へ、小学校から中学校
へなど、通園・通学先が変わる
時期の‘成長の節目を繋ぐ’こと
で、蓄積してきた支援を引き継
ぎます。　　　　　
　作成を迷っている方、作成に
関心のある方には、担当者が個

別で説明していますので、ぜひ
お問い合わせください。
対　象
　区内在住の18歳未満（例示は
別図のとおり）
申し込み方法
　随時（ただし令和５年度版の
作成に当たっては、令和５年12
月末までに申請の手続きが必要
です）
逢�子ども発達支援センターゆり

のき
　☎（３５４５）９８４４
　ＦＡＸ（３５４５）９６６０

　保護者の冠婚葬祭や育児疲れな
どの理由により、家庭での保育が
一時的に困難になったときに、お
子さんをお預かりします。
　また、保護者の出産や緊急の入
院などにより、一時的に保育が困
難になった場合に、原則２日以上
30日以内の範囲でお子さんをお預
かりする緊急保育も実施しています。
利用対象 
　０歳（生後57日）～６歳（未就学児）
実施場所
・ 子ども家庭支援センター「きら

ら中央」
・ 子ども家庭支援センター日本橋

分室
・ 子ども家庭支援センター十思分

室
利用時間
　午前９時から午後５時
利用料金
・一時保育　１時間800円
・ 緊急保育　１日2,000円（減免制

度あり）
利用方法
　利用する施設で事前登録の上、
利用日の前日までに利用申請書を
提出してください。登録の際は健
康保険証、乳幼児医療証、お子さ
んと送迎される方の写真を持参し

てください。
区立こども園・認可保育所など
の一時預かり保育

　晴海こども園、京橋こども園、
まなびの森保育園銀座、阪本こど

も園および昭和こども園でも一時
預かり保育を実施しています。
◎ 区の茜で各施設の空

き状況を確認できま
す。

逢子ども家庭支援センター事業係　　　　☎（３５３４）２１０３
　 子ども家庭支援センター日本橋分室　　☎（３６６６）４２６７
　 子ども家庭支援センター十思分室　　　☎（３６６５）６５３０
　晴海こども園　　　　　　　　　　　　☎（３５３４）３５５３
　京橋こども園　　　　　　　　　　　　☎（３５６４）５５３２
　まなびの森保育園銀座　　　　　　　　☎（６２６４）４６５０
　阪本こども園　　　　　　　　　　　　☎（６６６１）９０８０
　昭和こども園　　　　　　　　　　　　☎（５５４２）１７３１

ハザードマップの入手方法

iOS用 Android用

中央区茜
（中央区ハザードマップ・

浸水実績図）

気象情報などの入手方法
気象情報、避難指示などの緊急情報

避難所の開設情報など
河川の水位

河川の映像など
全国の気象情報
洪水予報など

ちゅうおう
安全・安心メール

中央区茜 東京都水防災
総合情報システム

気象庁茜

児童発達支援（幼児室）（※） 放課後等デイサービス（※）
［対　象］　1歳半～5歳のお子さん
［内　容］
　小グループでの遊びや課題を通して、基本的生
活習慣の確立、運動機能・認知機能・社会性を高
める支援を行います。

［対　象］　6歳～18歳の障害のある方
［内　容］
　放課後や夏休みなどの居場所の確保
と生活の支援を行います。

保育所等訪問支援（※） 障害児相談支援 育ちのサポートシステム
［対　象］　0歳～18歳の障害のあ
る方
［内　容］
　相談員が保育所、幼稚園、認定
こども園、小学校、特別支援学校
などを訪問し、職員に対し専門的
な支援を行います。

［対　象］　0歳 ～18歳 の 障
害のある方
［内　容］
　障害福祉サービスを利用
する障害のあるお子さん・
保護者に対し、支援計画を
作成します。

［対　象］　0歳～18歳の方
［内　容］
　発達障害など育ちに支援を必要
とする子どもの個性を理解し、保
健、福祉、教育が連携してライフ
ステージに応じた切れ目のない一
貫した支援を推進します。

(※)事業を利用する場合は、障害児通所支援の支給決定(受給者証)が必要です。
◎児童発達支援・放課後等デイサービスでは、送迎サービスがあります。

こどもの発達相談 保育園巡回相談
［対　象］　0歳～18歳の方（新規相談は5歳まで）
［内　容］
　お子さんの発達に関する相談を受け、発達状況
に応じて、心理面接、個別療育（理学療法、作業療
法、言語療法）、集団療育や児童精神科などの専門
相談を活用し、継続的な支援を行います。

［対　象］　0歳～5歳のお子さん
［内　容］
　相談員が保育所、認定こども園など
を訪問し、在園するお子さんの発達状
況についての助言を行います。

別表　子ども発達支援センターゆりのき事業
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